
試食・試飲提供の緩和について 
2020.09.07 

 

9月 15日より、試食・試飲の緩和をいたします。 

お客様が自ら望まれた場合のみとし、試食・試飲物の 

置きっぱなしは禁止といたします。 

お客様が安心して試食・試飲できる対策をお願いします。 

 

対策例： 

・「試食(試飲)をご希望の方はお声がけください。」などの POP掲示。 

・提供前にアルコールで手指の消毒。(マスク、手袋着用は以前同様 必須) 

・試食物を小袋にあらかじめ包装したものを用意。 

・袋に個別包装されたスプーンの手渡し。(他のスプーンに触れるのを防止) 

 

※試食・試飲で出るゴミの管理にお気を付けください。 

 

10月 15日から、飲料(コーヒーやジュース)などの 

提供再開を検討しております。 

 

手づくり市事務局 


